
決算状況（収益的収支）

収入の部 （単位：億円、税込）

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 前年度比 内　容

94.0 99.4 96.4 86.1 93.8 99.8 100.3 94.0 △ 6.3 医業活動に係る収益

84.9 90.0 87.3 76.7 84.3 90.7 91.4 84.9 △ 6.5
入院収益 62.8 65.4 63.8 55.1 61.9 68.0 67.8 62.1 △ 5.7
外来収益 22.1 24.6 23.5 21.6 22.4 22.7 23.6 22.8 △ 0.8

　その他の医業収益 9.1 9.4 9.1 9.4 9.5 9.1 8.9 9.1 0.2
市負担金  （ア） 5.9 6.1 6.2 6.6 6.4 6.6 6.6 6.8 0.2 看護学生実習、認知症疾患センター、

救急医療等に対する負担金

その他医業収益 3.2 3.3 2.9 2.8 3.1 2.5 2.3 2.3 0.0 個室料、健診料、診断書料等

医業外収益 33.1 30.3 30.5 34.2 39.2 36.2 28.5 23.0 △ 5.5 医業活動以外の原因から生じる収益

市負担金　（イ） 8.6 9.0 10.5 10.6 9.7 11.9 11.8 11.5 △ 0.3 高度医療、周産期医療等に対する負
担金

市補助金　（ウ） 23.0 19.0 18.8 21.5 16.1 13.1 13.0 10.0 △ 3.0 一般会計からの補助金

国・県補助金 0.1 0.1 0.1 1.1 12.2 10.0 2.4 0.2 △ 2.2 産科医確保対策等に対する補助
新型コロナウイルス対策に対する補助

その他収入 1.4 2.2 1.1 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 0.0 利息、売店・駐車場等使用料等

特別利益 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 当年度の経常的収益から除外すべき
収益

127.1 129.7 126.9 121.4 133.0 136.0 128.8 117.0 △ 11.8

37.5 34.1 35.5 38.7 32.2 31.6 31.4 28.3 △ 3.1 （ア）＋（イ）＋（ウ）

支出の部 （単位：億円、税込）

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 前年度比 予　算　内　容

123.4 124.7 123.1 117.0 121.3 127.0 124.4 126.1 1.7 医業活動に係る費用

69.7 64.9 66.9 63.8 66.4 68.1 65.7 67.3 1.6
　材料費 22.5 24.7 22.4 19.7 20.0 21.8 22.3 21.0 △ 1.3 診療等に要する薬品、診療材料等

　経　費 22.6 26.4 26.1 25.9 27.5 27.8 27.3 28.5 1.2 病院経営に要する一般的経費

8.0 8.1 7.1 7.2 7.0 8.9 8.6 8.8 0.2 固定資産減価償却費、固定資産除却
費等

　研修研究費 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.0 医師・看護師等の研究研修に要する
経費

3.6 3.5 3.7 3.5 4.4 3.3 3.9 3.2 △ 0.7 医業活動以外に係る費用

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 当年度の経常的費用から除外すべき

費用

計 127.0 128.2 126.8 121.9 125.7 130.3 128.3 129.6 1.3

0.1 1.5 0.1 △ 0.5 7.3 5.7 0.4 △ 12.5 △ 12.9 経常収益－経常費用

△ 22.9 △ 17.5 △ 18.7 △ 22.7 △ 20.1 △ 16.8 △ 14.4 △ 22.5 △ 8.1
経常費用－市補助金及び県補助金
（新型コロナ空床保障）を除いた経常
収益
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静岡市立清水病院の経営改善 

 

１ 静岡市立清水病院の令和６年度決算に関する主な監査意見（要旨） 

・令和６年度の静岡市立清水病院の経常損益は 12 億 2,157 万円の損失となっていた。

ただし、経常損益には、一般会計からの補助金 10億円が収入されており、この補助金

を除くと、実質 22 憶 2,157 万円の損失となり、前年度と比べ損失が９億 5,708 万円  

増加し、危機的な状態に陥っている。 

・令和６年度までの静岡市立清水病院における経営改善に向けたマネジメントの体制は、

重要事項を審議し、共有する会議体はあるものの、その構成員であり執行を担う病院

幹部の経営に関する業務分担の定めはなく、その責任の所在も不明であった。 

・その結果、組織としての進捗管理は、診療科ごとに行う病院長ヒアリングの場に   

おいて、実質的に全て病院長が決定し、取組等の進捗管理も担っていたと認められ、

多岐にわたる経営課題について適切な進捗管理を確保するための体制としては、  

極めて脆弱であった。 

 

 

２ 決算審査意見書を受けた静岡市立清水病院の経営改善のための取組 

・静岡市立清水病院の経営状況は、22億余の損失があり、危機的な状況に陥っていると

の厳しい意見をいただきました。 

・静岡市直営の病院に対し多額の補助金を支出し、市の一般会計に大きな負担を与えて

おり、大変申し訳なく思っています。 

・このような静岡市立清水病院の赤字経営の状況も含め、清水地域の将来の医療の持続

性に不安を感じる市民の皆様もいらっしゃると思います。その不安を払しょくできる

よう、必要な対策について早急に取りまとめ、その実現に向けて着手するように保健

福祉長寿局へ指示を出しました。 

・対策の検討にあたっては、静岡市立清水病院の経営改善だけでなく、清水地域の医療

提供体制全体を考慮したうえで、清水地域に必要な医療が提供されるようにするため、

次の３点に配慮して進めていきます。 

①地域の住民の利便性等が向上する内容とすること。 

②地元の医療関係者の意見を十分に踏まえること。 

③人口減少等といった将来の医療環境の変化に備えること。 

 

    

 

 

担当：保健福祉長寿局 静岡市立清水病院（054-336-1111） 

保健衛生医療課 （054-221-1339） 

２０２５年９月２日 市長定例記者会見 資料３ 


